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国連ＧＣが東アジア地域の消費者保護分野で果たす役割の可能性について 

 

          細川幸一 

ミッション  

 アジア、特に東アジア地域の消費者政策を調査し、国連 GC がこの分野で果たす役割あ

るいはその可能性について検証する。 

 

研 究 成 果 

今までの公表物 

① 人権としての消費者の権利」法政大学出版会『グローバル・コンパクトの新展開』 

 ②「台湾の消費者保護法による約款規制の現状と日本への示唆」民事法研究会『現代消

費者法』2011 年 9 月号 

 ③「韓国における消費者政策と消費者運動」民事法研究会『消費者取引と法 ― 津谷裕

貴弁護士追悼論文集』（２０１１年１０月） 

 

今後の公表予定 

① 台湾におけるＣＳＲの現状」（郭秋梅との共著、掲載未定） 

②「国連ＧＣと消費者保護～東アジア地域における現状と課題を中心として～」（掲載未

定） 

 

参 照：国連ＧＣ原則１「企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的に宣言されている人権の擁護を支持し、

尊重する」における『消費者』の記述（抜粋） 

 

「グローバルな情報にアクセスできるということは、消費者はその商品がどこから来て、どのような状態

のもとで生産されたかについて知る機会が増えることを意味する。人権問題が発生する前に、人権状況の

改善を図るプロアクティブなアプローチを採ることによって、消費者グループや利害関係のあるグループ

から、企業に丌利な宣伝をされるという危険を軽減することができる。」 

 

「コミュニケーション技術の進歩によって、世界中の消費者はグローバルな事業を進める企業の実態につ

いて、より良く知ることができるようになった。人権問題に積極的に取り組むことによって、地域の共同

体において事業を成功させることができるばかりか、より幅広いグローバルなレベルで一般の人々の支持

を得ることができる。」 

 

「○地域社会の経済生活を保護する。○公共の討論に参加する。 企業は事業を営む国の政府とあらゆるレ

ベレで互いに影響しあう。したがって、企業はその事業、労働者、消費者、それに企業もその一員である

地域社会に影響を及ぼす問題について、自身の見解を表明する権利と責任を持つ。 」 
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ＧＣ原則１全文 

■ 企業にとって人権はなぜ重要か 

 人権についての責任は政府や国家にだけあるのではない。人権問題は個人と個人が作る組織の双方にとって重要であ

る。グローバル・コンパクトに対するコミットメントの一環として、ビジネス社会には職場において、またより広い意

味でその影響の及ぶ範囲において人権を擁護する責任がある。責任を持って行動することが道義的にますます避けられ

なくなってきた。このことは、人権擁護を推進することは企業の業績を向上させうるとの認識があるからである。 

企業が人権問題に取り組まなければならない理由としては、以下のことがあげられよう。 

◎ 国内法および国際法の順守 

 企業は、最低限、その事業を営む国で適用される法的原則に反しない方法で事業を進めるように努力しなければならな

い。多国籍企業が国外で、利益のみを追求する慣行に対して、訴訟を検討する傾向が強まっている。 

◎ 法の支配の促進 

 国外で事業を進める企業は、人権問題に対する支持や実施が十分でない場合、その国で人権擁護活動を進め、人権基準

を引き上げる機会を持つと言えよう。人権が尊重されるような社会はより安定しており、ビジネス環境が優れている。 

◎ 消費者がもつ懸念の解消 

グローバルな情報にアクセスできるということは、消費者はその商品がどこから来て、どのような状態のもとで生産さ

れたかについて知る機会が増えることを意味する。人権問題が発生する前に、人権状況の改善を図るプロアクティブな

アプローチを採ることによって、消費者グループや利害関係のあるグループから、企業に丌利な宣伝をされるという危

険を軽減することができる。 

◎ サプライ・チェーン・マネジメント 

グローバルな規模で原材料を調達し、製造するということは、企業が上流、下流の双方の潜在的な人権問題について十

分に認識する必要があるということを意味する。人権に関する最善の慣行を促進することによって、企業は適切なビジ

ネス・パートナーを選ぶことができよう。 

◎ 労働者の生産性の向上とその維持 

 労働者が尊厳を持って処遇され、その労働に対して公平かつ公正な報酬を不えられると、生産性が向上し、雇用者に対

する忠誠心が高まることが多い。新規採用者はその就職活動の際に、企業が社会や環境にどのような貢献を行ってきた

かを考慮することが多くなっている。 

◎ 地域社会との良い関係の構築 

コミュニケーション技術の進歩によって、世界中の消費者はグローバルな事業を進める企業の実態について、より良く

知ることができるようになった。人権問題に積極的に取り組むことによって、地域の共同体において事業を成功させる

ことができるばかりか、より幅広いグローバルなレベルで一般の人々の支持を得ることができる。 

人権を企業の政策や文化の中に取り込む 

最初になすべきことは、たとえば世界人権宣言への言及をするなど、企業内の個人が人権問題についての理解を深める

ことである。同時に、事業展開を行っている国の現行の法律を尊重するとともに、地域の文化によって、これらの法律

がどのように異なるかを明らかにすることが必要である。同じく重要なことは、人権の尊重を企業の中心的な価値観と

文化に根付かせることである。 

人権政策を策定し、実施するにあたっては、適切なガイドラインをすべて考慮に入れるとともに、可能であれば、関連

のステークホルダー・グループと協議を行い、その提案や意見を取り入れるべきである。 

人権をどのように企業政策の中に取り入れるかについては、以下のような方法がある。 

・人権を支援する企業政策や戦略を作成させる。  

・健全かつ安全な管理システムを作成させる。  

・人権問題とそれがビジネスに及ぼす影響について社員研修を行う。  
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・人権に関連する社内政策について社員研修を実施する。  

・企業活動が人権に不える影響を評価し、それを定期的に再検討する。  

・企業活動が人権に及ぼす影響について影響を受けるグループと話し合う。  

・労働者およびその代表との協議のもとに労働条件を改善する。  

最後に、企業が日常の活動を通していかに人権を保障することができかについては、以下のように多くの事例を挙げる

ことができる。 

(a) 職場において 

・安全かつ健全な労働条件を提供する。  

・結社の自由を保障する。  

・人事において差別的慣行を排除する。  

・直接、間接を問わず、強制労働もしくは児童労働を使用しない。  

・他の機関によって提供されていない場合、労働者とその家族が基本的な健康、教育、住宅へアクセスできるようにす

る。  

(b) 地域社会において 

・個人、集団または地域社会の強制的な移住を防止する。  

・地域社会の経済生活を保護する。  

・公共の討論に参加する。企業は事業を営む国の政府とあらゆるレベレで互いに影響しあう。したがって、企業はその

事業、労働者、消費者、それに企業もその一員である地域社会に影響を及ぼす問題について、自身の見解を表明する権

利と責任を持つ。  

(c) 最後に、もし企業がその事業を守るために警備に関するサービスを利用する場合は、武力行使に関する既存の国際

的なガイドラインや基準を尊重しなければならない。 

 


